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１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員の指名について

日程第２ 一般質問

午前９時５９分開議

開議の宣告

○議長（市村博之君） 皆さんおはようございます。

ご報告申し上げます。

ただいまの出席議員は全員であります。

定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。

本日の会議に、地方自治法第121条の規定により出席を求めた者及び議会事務局職員の

出席者は、お手元に配付いたしました資料のとおりであります。

議事日程の報告

○議長（市村博之君） 日程についてご報告申し上げます。

本日の議事日程につきましては、お手元に配付いたしました議事日程表のとおりといた

します。

これより議事日程に入ります。

会議録署名議員の指名について

○議長（市村博之君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、１番小磯節子君、２番石田安夫君を

指名いたします。

一般質問

○議長（市村博之君） 日程第２、一般質問を続けます。

10番石松俊雄君の発言を許可いたします。

○１０番（石松俊雄君） おはようございます。10番石松です。

議長より許可をいただきましたので、通告に従いまして一般質問を行います。

社会経済におけるＩＴ利用が拡大しております。ＩＴ産業はもとより、一般企業におい

てもＩＴを利活用した価値創造が進展し、地方自治体でも、政府が５年以内に世界最先端
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のＩＴ国家を目指すという、いわゆるｅ－Japan 戦略を唱えるようになって以来、業務改

革と一体となったＩＴ化が推進されてまいりました。行政全般の効率化、公共事業費や人

員の削減を含む合理化、市民参加の促進や住民満足度の向上を目指すものであります。住

民登録など各種手続、行政文書の管理、税務や財務業務、各種決済などにＩＴが利活用さ

れた結果、効率化とコスト削減、サービスの向上、そして情報公開や手続の簡略化が期待

をされております。

しかし、多くの地方自治体では、開発ベンダーへの過剰な支払いや保守管理におけるベ

ンダーへの全面依存、選択の余地のない特定ベンダーへの随時契約などが横行しており、

さらには、自治体の情報インフラを使いこなせる人的資源の不足や、システムの企画構築

運用に携わる専門のシステムインテグレーターの不在などの問題点が指摘をされておりま

す。

笠間市においても、昨年３月に情報化基本計画が策定されておりますが、私は、長期的

展望に立ち、自治体のＩＴ化戦略を立案し統御するＣＩＯ、いわゆる最高情報責任者、笠

間市では副市長がなっておりますが、そのＣＩＯの果たす役割が大変重要になっていると

思います。そして、情報化基本計画を推進していくためには、ＩＴ化戦略が笠間市の行政

にどれぐらい貢献しているのか、私たち自身が具体的に把握できなければなければなりま

せん。

そうした問題意識から、１、笠間市のＩＴ環境の現状、２、市のコンピューター管理の

状況とランニングコストの削減について、３、情報化基本計画の具体化に向けた今後の課

題、以上三つの問題に関して質問をさせていただきます。

まず、一つ目の笠間市のＩＴ環境の現状についてであります。

学校や公民館など公共施設を光ファイバー網で接続、職員１人１台パソコン環境の整備、

そして住民基本台帳ネットワークの構築や総合行政ネットワークへの接続等々、これまで

の笠間市の取り組みの現状が情報化基本計画には書かれております。

しかし、一方で、市民や市内の企業の情報リテラシー、いわゆる情報活用能力の向上と

市内のＩＴ環境が整備されていなければ、それらは宝の持ちぐされとなってしまいます。

そこで伺います。

笠間市の情報通信条件がどれぐらい整備されているのか、市として把握されているので

しょうか。把握されているのであれば、その現状と今後の整備促進に向けた具体策につい

てお聞かせをください。

あわせて、市民や企業の情報リテラシー向上に向けた市としての具体的な取り組み、と

りわけ高齢者や障害のある方など情報化サービスを享受できにくい人や、電子市役所シス

テムに対応できにくい人に対する習熟のための対応など、情報格差の解消についてどのよ

うに考えておられるのか、お尋ねをいたします。

次に、大きな二つ目のコンピューター管理の現状とランニングコストの削減についてで
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あります。

まず、市のコンピューター管理の現状について伺います。

笠間市のコンピューターの管理は職員が行っているのでしょうか。それとも、システム

を提供しているベンダーが行っているのでしょうか。その際、ＳＥは常駐しているのかど

うか、お尋ねをいたします。

また、時代はメーンフレームからオープン化、そして最適化と言われておりますが、笠

間市では、今でもメーンフレームを使っているのかどうか。

そして、三つ目に、教育委員会も含めた笠間市に現在あるサーバーの数と、それぞれの

容量に対する使用容量がどのようになっているのか、実情をお教えください。

次に、ランニングコストの削減に関して伺います。

電算システムの決算総額は、直近３年間でどのように推移しているのか、教えてくださ

い。

２点目に、電算システムは予算編成においてどのような形で編成されているのでしょう

か。

３点目に、電算システム予算のうち発注先はどのようになっているのか、発注先とそれ

ぞれの予算に占める割合を教えてください。

次に、大きな三つ目として、情報化基本計画を具体化していくための今後の問題につい

て、３点にわたってお伺いをします。

一つは、住基カードについてであります。

これまでの発行件数と、それにかかった経費が幾らになるのか、お教えを願います。あ

わせて、多目的活用に向けた市としての今後の取り組み内容と予定についてもお知らせく

ださい。

二つ目は、オープンソースソフトウエアに対する市の問題意識と、導入する可能性はあ

るのかどうか、お尋ねをいたします。

三つ目に、情報化基本計画を進めるに当たっての具体的なスケジュールと体制について

ご説明をお願いします。

以上、１回目の質問を終わります。

○議長（市村博之君） 市長公室長青木 繁君。

〔市長公室長 青木 繁君登壇〕

○市長公室長（青木 繁君） 10番石松議員のご質問にお答えいたします。

大きく３項目のご質問でございます。

その中の第１点、笠間市のＩＴ環境の現状について。

この中で、笠間市の情報通信環境の整備状況をどのように把握しているのか、その現状

と今後の整備促進に向けた具体策についてのご質問ですが、まず笠間市の情報通信環境の

整備でございますが、光ファイバーによる大容量高速通信が整備されている地域は、友部

－１３７－



地区はおおむね整備され、上市原、柏井、大古山などが未整備でございます。また、笠間

地区につきましては、中心部が整備されているものの、その周辺部につきましては未整備

の状況でございます。さらに、岩間地区については全域が未整備地域で、笠間市全体では、

全世帯数の約61％が整備されているところでございます。

また、従来の電話線を利用しましたＡＤＳＬによる通信サービスについては、笠間市全

域がエリアとなっておりますが、市内に５カ所ありますＮＴＴの局舎の周辺３キロ程度は

利用可能ですが、現在、回線数が上限に達しており、新規の契約が事実上不可能となって

いる状況にございます。今後、情報化社会の進展にあって、市内全域に光ファイバーの整

備が望まれるところでございますが、通信事業者であるＮＴＴでは、予算や採算性の面か

ら早急な整備が見込めない状況にございます。

このように、同じサービスが受けられない不公平、いわゆる情報格差があることから、

国におきましては、いつでも、どこでも、だれでもＩＴの恩恵を実感できる社会の実現に

向け、ＩＴ戦略が動き出しているところであり、市としましても、国の地域情報通信基盤

整備事業推進交付金や経済危機対策関連の交付金等を活用しまして未整備地域の解消を図

るため、交付金の要望書を提出したところでございます。

次に、市民や企業の情報リテラシー、これはパソコン等を使いこなす努力のことでござ

います。これらの向上に向けた取り組み、とりわけ高齢者や障害のある方など情報化サー

ビスを享受できにくい人や、情報化対策の進展とともに電子市役所システムに対応できに

くい人に対する習熟のための対応など、情報格差の解消についてどう考えるかというご質

問でございます。

現在、笠間、友部、岩間の各公民館では、市民の方を対象に、パソコンの基本操作や文

書作成や表計算、はがき作成、インターネットの閲覧、メールの送受信などの内容で、そ

れぞれ年に10回から13回パソコン教室を開催し、昨年度は延べ人数で455名が受講されて

おります。

なお、この教室には、多くの高齢者の方も受講され、今後もこのような取り組みを継続

していく方針でございます。

しかしながら、ご指摘の情報格差の解消につきましては、不十分であり、課題があると

認識しておりますが、まずは情報リテラシー向上策の前段としまして、ＩＴについての利

便性やＩＴに興味を持つよう、広くＰＲをしていきたいと考えております。

次に、２点目の質問でございます。市のコンピューター管理の状況とランニングコスト

の削減について。

まず、１点目の中で、笠間市のコンピューター管理は職員が行っているのか、システム

を提供しているベンダー、メーカーが行っているのか、その際システムエンジニアは常駐

しているかとのご質問ですか、現在、市のシステムにつきましては、基幹系システムと言

われる住民情報システムと情報系システムとも言われる職員用のネットワークシステムの
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二つに分類されており、担当職員が管理をしております。

基幹系システムでは、簡易な不具合は職員が対応し、対応し切れない場合にはベンダー

が遠隔操作で対応しておりますので、従来のようにＳＥが常駐しなくても円滑な管理が行

われております。

また、情報系システムに不具合が発生した場合には、基本的には担当職員が対応し、対

応し切れない場合は、保守契約している業者に来ていただき対応しております。

次に、笠間市ではメーンフレームを使っているのかとのご質問でございますが、基幹系、

情報系とも、メーンフレームではなくオープンシステム、これはさまざまなメーカーのソ

フトウエアやハードウエアを組み合わせて構築されたシステムでございまして、これで構

成されており、運用方法はクライアントサーバー方式で運用されております。

次に、教育委員会も含めた笠間市に現在あるサーバーの数とそれぞれの容量に対する使

用容量についてですが、笠間市で保有しているサーバー数は、全体で109台ございます。

内訳は、基幹系が９台、情報系が52台、教育委員会保有が48台となっております。

また、容量と使用量につきましては、まずサーバーのハードディスク容量ですが、50ギ

ガバイトから５テラバイトまで混在しております。大容量のサーバーは、主にファイルサ

ーバーとして使用しております。データベースサーバーや管理サーバーは、主に100ギガ

バイトから300ギガバイトとなっております。サーバー全体のハードディスク使用量につ

いてでございますが、使用量が20％未満のものが全体の38.5％、40％未満のものが全体の

27.5％、60％未満のものが全体の19.3％、そして60％以上のものが全体の14.7％となって

おります。

次に、電算システムの決算総額は、直近３年間でどのように推移しているのかでござい

ます。すべての電算システムに要する決算総額は、一般会計から特別会計まで含めまし

て、平成18年度が３億4,553万1,000円、平成19年度が３億134万1,000円、平成20年度が３

億1,040万4,000円となっております。

次に、電算システムは、予算編成においてどのような形で編さんされているのかについ

てですが、基幹系システム及び情報系システムの機器の保守料、システム使用料、プリン

ターのトナーなど消耗品まで、情報化関係の基本的な経費につきましては、一括して行政

経営課で予算計上しております。

なお、基幹系システムにおける業務ごとの電算処理や情報系システム、デマンド交通を

初め、学校関係ネットワークシステムなど、独立した個々のシステムにつきましては、そ

れぞれの所管課において予算を計上しております。

また、個別システム等で新規導入または更新する場合においては、予算要求前に行政経

営課でその内容や機器構成などを確認しまして、適正なシステムとなるよう指導をしてい

るところでございます。

次に、電算システム予算のうち発注先はどのようになっているのかとのご質問ですが、
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21年度契約額で申しますと、基幹系住民情報システムにつきましては、すべて株式会社で

あります茨城計算センターにより導入しております。また、各課の単独システムを除いた

情報系システムの金額による発注先の割合つきましては、ネットワークを構築した日立情

報制御ソリューションが58％、ＴＫＣが21％、日興通信が６％、リコー販売が10％、その

他５社で５％という割合になっております。

次に、大きく３点目の質問でございます。

情報基本計画の具体化に向けた今後の課題についてということで、まず住基カードにつ

いて、これまでの発行件数と、それにかかった経費が幾らになるのかとのご質問ですが、

住基カードの発行件数は、運用開始した平成15年８月から本年５月31日現在で1,235件と

なっております。経費としましては、合併してから３年間で、機器の使用料と保守料と含

めまして734万円、また住基カードの１枚当たりの単価につきましては945円となっており

ます。

次に、住基カードの多目的活用に向けた市としての今後の取り組みの内容と予定はとい

うことでございます。住基カードの多目的活用方法としては、総務省より印鑑登録証明や

図書館カードなどさまざまなサービスが利用できると例示されております。その機能を組

み込む場合には、システムの改修等の費用が発生しますので、今後、費用対効果を見なが

ら取り組みを検討していきたいと考えております。

次に、ＯＳＳ、オープンソースソフトウエア、これはソフトウエアの設計図に当たるソ

ースコードを公開し、だれでもそのソフトウエアの改良が行えるということですね。これ

に対する市の問題意識と導入の可能性はとのご質問ですが、平成20年３月から導入してお

りますシンクライアントシステムにおいて、マイクロソフトオフィスと互換性のあるオー

プンオフィスをマイクロソフトオフィスと併用しまして導入しております。導入率として

は、一般業務で使用するパソコンの20％となっており、現在、環境を整備し、実証実験中

でございます。

課題としましては、一般的に普及しているマイクロソフトオフィスの一部機能に互換性

がなく、以前作成したファイルやメール等で送られてくるファイルが開けないといった可

能性がございまして、操作も変わってくることから、本格導入切りかえ時の職員の教育対

応といった点が課題となってくると考えられます。

また、サーバーオペレーションシステムにおいても、リナックス系のオープンソースソ

フトウエアを導入しておりまして、導入率としては、サーバー全体の20％となっておりま

す。

次に、情報化基本計画を進めるに当たっての具体的なスケジュールと体制についてのご

質問ですが、情報化基本計画では、市民サービスの向上と行政事務の効率化の実現を目的

としておりまして、具体的スケジュールとしては、行政事務の効率化、高度化として統合

型ＧＩＳを昨年導入し、現在、各課より各種地図情報を掲載するデータを収集しまして、
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年度内には搭載する予定でございます。

電子自治体の実現としましては、情報系機器の更新などを平成19年より23年度を目標に

計画的に整備しております。情報系通信格差の解消としましては、最初に申し上げました

ように、現在、光ファイバー網の整備交付金を国に要望しております。また、庁内の推進

体制としましては、最高情報統括責任者を中心に、笠間市情報化推進委員会において情報

化計画の推進に取り組んでいるところでございます。

以上でございます。

○議長（市村博之君） 石松俊雄君。

○１０番（石松俊雄君） ご丁寧なご答弁ありがとうございました。

横文字の言葉が多くて、先ほど議長にも言われたんですけれども、できるだけわかりや

すいように私も質問したいと思いますが、一つは、笠間市のＩＴの現状についてでござい

ます。

結局、ＡＤＳＬというのは、電話局、通信局があって、３キロ以内しか使えないわけで

すから、情報格差の問題でいうと余り意味がないシステムであるわけですけれども、やは

り私は、笠間市全体が６割しか光ファイバー網が覆われていないというところ、つまり６

割の方しかＩＴの恩恵にあずかることができないという、そういう環境に笠間市が置かれ

ているんだということをどれだけ私たちが認識をしているのかというところが、一つ問題

があるんじゃないのかなと思うわけです。

そういう意味では、国の交付金を今要望しているというふうにおっしゃられたわけなん

ですけれども、率直に申し上げて、４割の方々は、本当にいつできるんだというふうに言

われている方も、特に若い方が多いわけですけれども、この辺の見通しがもう少しわかれ

ばお教えをいただきたいということが一つと、もう一つは、今、申しましたように、ＩＴ

を使いたいんだけど使えないという現状について、もっと市にわかっていただきたいとい

うことで、多分、情報化基本計画がパブリックコメントにかかったときに幾つか要望が出

ていたと思うんです。ぜひ市民の要望も含めてアンケート調査をやっていただきたいと。

国に対して交付金の要望をしているということも含めて、私は市民にオープンにしていく

ということも必要だろうと思うんですが、そういうアンケート調査については、パブリッ

クコメントの中では、今後の課題とさせていただきますという回答になっているんですね。

私ども議員からいいますと、今後の課題ということは、今の課題じゃないから、やりませ

んと、そういうふうに受けとめるんですけれども、そういう意味かどうかわかりませんが、

質問されている質問の方々は、今後の課題だからやってくれるんだろうと、今後。そうい

うふうに思われているわけです。

こういうアンケート調査だとか、あるいは住基カードについてもまだ1,000人ちょっと

の方しか利用されていないわけですけれども、そういう便利なものがあるんだということ

も皆さんにお知らせをする、広報するということも含めたパンフレットの作成というのも、
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これ要望が出ているわけですけれども、こういうことについてもう少し力を入れる気はな

いのかどうか、この辺もう少しお聞かせをいただきたいということです。

それから、もう一つは、市のコンピューター管理、ランニングコストの問題についてな

んですけれども、オープンシステムになっているということと、あとクライアントサーバ

ーシステムにうちの市の場合はなっているということですから、そういう意味でいうと、

よそよりもかなり進んでいるなと思うんですね。私の勝手な思いですけど、合併があった

ので、そのときにいい効果を及ぼしたのかなと思うんですが、そういう意味では一生懸命

やっているのかなと思うんですが、ただ、先ほど気になるのは、基幹系の発注先が１カ所

に全部集中をしてしまっていると、すべて茨城計算センターになっているということです

よね。この件について、どのような認識をお持ちなのかなということです。

実は、総務省から、自治体向けのＡＥ、いわゆるエンタープランズアーキテクチャーと

いう業務の適正化というやり方について指導がされています。茨城県の方では、2007年か

ら2011年の期間で県の行政情報システム全体最適化計画というのがされたんですね。これ

で、先ほど言ったように、ベンダーロックインという言葉を使うんですけど、これは一つ

の会社がソフトまで全部含めて１社で独占してしまっていると。競争原理が働かないよう

な状態になっているのを直していくという、そういう意味なんですけれども、そういう状

態を直していかなきゃいけないということで、先ほど言ったシステムの全体最適化計画と

いうのが出されています。ＣＩＯ制度が発足して、約11億円ですか、経費を削減したとい

うふうに私どもは伺っているわけですけれども、全部基幹系は１社でやっている、こうい

うことについていいのかどうかと。私はあんまりいいことだと思わないんですが、競争原

理が働いていないと思うんですけれども、こういうことに対する問題意識、ベンダーロッ

クインですね。ベンダーロックインに対する市の問題意識を聞かせていただきたいという

ことと、県がやっていますエンタープライズアーキテクチャー、いわゆる業務の最適化と

いうのをおやりになる気はないのかどうか、それについてお聞かせを願いたいと思います。

実は、去年の９月の議会でしたっけ、国民健康保険の質問を私いたしました。その質問

をいたしましたときに、滞納者の現状について、所得別にデータを求めたんですね。所得

別の滞納の現状についてはデータは出てきたんですけれども、そのうちの実際に働いてい

る方、20歳から60歳、いわゆる退職をされた方、それからまだ就職していない方を除いた

滞納率はどうなんですかと聞いたら、出せないと言われたんですよ。

これは何でかというと、そういうシステムになってないから出せないと。手計算でやれ

ば出ますけど、すごい時間がかかりますということで、私の質問のために労力と時間を割

くということがいいのかどうかという判断もしまして、私は結構ですということで、その

ときに数字は求めなかったんですけれども、私はその答弁を聞いて思ったんですが、笠間

市には住民情報データベースというのが一括してあるわけですよね。それをいろいろな形

で本来は活用できるはずなんですけれども、これができなくなっている。
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要するに、滞納現状について所得別がわかるのであれば、データに年代が入っていれば

年代別の滞納現状というのは、本来であれば、コンピューターを使うわけですから即座に

出るわけですね。これが出ないというのはどういうことなのかなと私は思ったんです。

そうすると、大体どこの市町村でもそうなんですけど、いわゆるパッケージソフトです

ね。システムを提供している会社が大体つくっているのが多いんですけど、国ではこうい

う制度を導入しますから、こういうデータ分析、こういうデータが必要なんですという、

国が決めた方針に合ったソフトを皆さんお買いになって、そのソフトをお使いになるから、

それを私が言ったように所得別じゃなくて年代別の観点から欲しいといったときに、デー

タの加工ができないわけですね。そういう意味でパッケージソフトというのは問題じゃな

いかということが、総務省が言っているＥＡ、自治体でもエンタープライズアーキテクト

はやりなさいよと言っている中身の一つになっているわけですね。

私は、９月のご答弁を聞いたときに、やっぱり笠間もそういうふうになっているんじゃ

ないのかなと思うわけですね。先ほど全体の20％ですか、オープンソースソフトウエアを

入れていますというお話があったんですけれども、私は、そういうパッケージソフトにな

っていて、なかなかデータがうまく活用できないような現状を直していくためにも、オー

プンソフトウエアを導入していく、具体的な業務の中に導入していくということが、私は

必要じゃないかなと思っているわけです。

ただ、セキュリティーの問題だとか、それから職員の対応能力の問題だとかあるから、

どうなのかなと思って私もいろいろ調べてみたんですね。調べてみたら、お隣の栃木県の、

今は合併してしまったんですけれども、人口が大体１万7,000人ぐらいなんでしょうか、

二宮町というのがありました。今は真岡市に合併してないんですが、そこでオープンソー

スソフトウエアの具体的な実験をやっているんですね。そのときに、笠間市は８万の人口

規模なので、ちょっと１万7,000人の町と比べていいのかどうかという問題はあるんです

が、大体２週間ぐらいの職員の研修で対応していて、セキュリティーも全く問題がないと

いうことも言われています。それから、そういう具体的なリナックスを使った住民基幹系

の住民情報システムというのを取り入れている自治体も出始めています。

そういう意味では、20％、クライアントサーバーの中に、オフィスオルグですか、オー

プンソースソフトウエアのマイクロソフトオフィスに対するオルグというのがあるんです

けど、それが入っているというのはお聞きをしたんですが、それが具体的な業務に、一部

分でもいいですから活用されているのかどうかということですね。お聞きしたときは、た

だ入っているだけで活用してないというふうに、私はそういうふうには聞いたんですが、

20％入っていたとしても、具体的な業務の20％に活用されているのかどうかというところ

を私は知りたいので、そこをちょっとご説明をいただきたいなというところなんですね。

だから、単純に20％入っているからということではないご答弁をぜひお願いをしたいとい

うことです。
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それから、住基カードの問題については、先ほど言いましたが、この数、1,235件につ

いてどう評価されているんでしょうか。私は、８万人の市で1,235件というのは何なんだ

というふうに思います。これ、何で伸びないのか、どういう分析をされているのかという

のを、私はお聞かせをいただきたいと思います。

実は、私も、今年度初めて住基カードを使って納税をやりました。非常に大変です、こ

れは。住基カードもらうだけじゃなくて、自分で住基カードを使うためにアプリケーショ

ンソフトというのを二つか三つダウンロードして入れないと使えないんですよね。私でさ

え、という言い方はよくないんですけれども、私がやるのにも物すごく時間かかって大変

な思いしたわけですよね。これが、普通あんまり知識のない一般の方がやるとなったら、

絶対やらないなと思ったんですよ。

住基カードをもっと多様化できるようにしていきますと、ＩＴ化、情報化基本計画の中

には書いてあるんですけど、とてもじゃないけど、今の状態でやれるのかなと思うんです

ね。そういう現状について、どのように市としては受けとめられているのか、この1,235

件。たった1,235件ですよ。この現状についてどういうふうに分析されるのかをお聞かせ

をいただきたいということです。

ですから、もう少し使い方の丁寧な説明だとか、あと、使うときには自分で買わなきゃ

いけないソフトがあったり、買わなきゃいけない機材があったりするんですけど、そうい

うものもお金がかかるよというのを皆さんご存じじゃないんですよね。そういうことも含

めて丁寧な説明ということも含めながら、多様化、多目的化というのをつくっていかなき

ゃいけないんですけれども、その辺も踏み込んだもう少しご答弁をいただけないかなと思

います。

以上、２回目の質問です。

○議長（市村博之君） 市長公室長青木 繁君。

○市長公室長（青木 繁君） 再度の質問にお答えをいたしたいと思います。

まず、光ファイバーの要望の見通しをもっと具体的にということでございます。現在、

国に申請をしておりますが、７月に交付決定がなされるというような予定でございます。

工事につきましては、本年度予定というようなことでございます。

それから、市民意識調査や地域情報化実態調査など、アンケート等による調査を行う考

えはないのかというご質問でございますが、ブロードバンド、高速大容量通信に対する要

望を把握するため、光ファイバー未整備地域の企業等を訪問いたしましたところ、強い要

望がございます。さらに、全体的な要望を把握するため、光ファイバー未整備地域の小中

学校保護者を対象にしまして、アンケート調査を近々行う計画でございます。

それから、情報リテラシー向上のための市民や企業を対象にした講演会開催やパンフレ

ットの作成はできないのかというご質問ですが、ＩＴの利便性をＰＲし、興味を持っても

らうために出前講座なども開催し、可能ではないかと考えております。また、市報などを
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通じて、パソコン等でできる各種行政サービスなどについて周知を図ってまいりたいと考

えております。

それから、ベンダーロック、特定のベンダーの独自技術に大きく依存したシステムを採

用した際に、他のベンダーの提供する同種のシステムへの乗りかえが困難になると、これ

らに対する市の問題意識はとのご質問ですが、特定１社に偏ってシステムを導入しますと、

問題と認識しております。

情報系のシステムにつきましては、分割可能な範囲で複数社から入札できるよう仕様を

標準化しまして、競争入札による価格を抑えるようにしております。

また、基幹系の住民情報システムにつきましては、現在、28の各種業務システムが茨城

計算センターにより導入されております。このシステムは、住民記録をもとに税情報、保

健、福祉、上下水道、選挙、就学事務まで利用されておりますが、他社住民記録システム

との連携は、システム間の設計の違いにより困難と考えております。

それから、エンタープライズアーキテクチャーを取り組む必要があると考えるがどうか

という質問ですが、ＥＡとは、組織全体を通した業務システムの最適化を図る手法として

認識しておりますが、市としましては、今あるシステムの現状分析を進めると同時に、行

財政改革の視点を取り入れながら、ワンストップサービスなど住民側の視点に立った満足

度の向上をどう実現するのか、どこまで業務を情報システムでカバーするのかなど検討し

ながら取り組んでいかなければならないと考えております。

それから、住基カードのさらなる普及に当たっては、活用メニューの豊富化だけでなく、

ただいまいろいろ複雑な機能、使い方ですか、それらを含めてカードリーダーの購入等市

民側の負担軽減も必要かと思うがということでございます。

平成19年、20年度につきましては、インターネットを使った確定申告、イータックスで

は、住基カードを使って申告した場合、１回に限り最高5,000円の特別控除がなされてお

ります。また、住基カードの発行時にかかる費用の負担として、手数料の無料化、これは

県内で21市町村が実施しておりますが、平成20年10月から23年３月31日までに限り実施し

ております。また、カードリーダーの購入費、これは約2,000円程度でございますが、こ

れらや公的個人認証手数料500円、これにつきましては、少額のためこれまでどおり利用

者負担でお願いしたいと考えております。

次に、情報化基本計画を推進するためには、アウトソーシング、外部委託の活用と庁内

の専門家の育成や企画に力を入れられるような体制が必要ではないかということですが、

アウトソーシングの活用につきましては、茨城県及び県内市町村で構成しております茨城

県市町村共同システム整備運営協議会において検討、導入しており、最近では、昨年10月

に茨城統合型ＧＩＳ「いばらきデジタルまっぷ」を導入いたしました。現在までに５種類

のシステムを共同アウトソーシングで構築し、導入しております。

笠間市単独でシステムを構築導入するよりも、他の市町村と共同で調達することから、
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安価な費用で導入することが可能となるため、今後とも共同でのアウトソーシングの活用

を考えているところでございます。

また、庁内の専門家の育成については、現在、情報担当課に経験豊富な職員がおります。

さらに、茨城県高度情報化推進協議会が主催します情報担当職員用のネットワーク編やＩ

Ｔ調達編、情報セキュリティー編などの研修に参加しまして、知識の向上を図っていると

ころでございます。

企画全体につきましては、笠間市情報化推進委員会に専門部会を設置し、情報の施策に

ついて専門的に調査検討を行っております。

また、ＩＴリーダーや職員に対しては、パソコン操作のスキル向上を目的に、県高度情

報化推進協議会が主催する研修への積極的な参加を促しているところでございます。

それから、オープンソフトウエアの使用でございますが、実際使用していない状況にご

ざいます。

それから、先ほど冒頭にご説明しましたように、採択されれば交付金が事業化されると

いうことでございます。

以上でございます。

○議長（市村博之君） 石松俊雄君。

○１０番（石松俊雄君） 体制については今から質問しようと思ったんですが、質問より

も先に答弁が返ってきてしまったので、ちょっと戸惑っているんですが、ちょっと最後に

聞きたいことだけ質問します。

一つは、パンフレットは、要するにつくらないよということなんでしょうかね。出前講

座等々でできるからということなんでしょうか。その辺、私は先ほども言いましたけれど

も、住基カードを使って税の申告をするにしても、とてもじゃないですけど、イータック

スの用紙一枚ぽんと置いたって、あれではみんな使わないでしょうということですよね。

イータックス使ってやれば5,000円軽減されるわけじゃないですか、それから役所の仕事

も忙しくならなくて済みますよ。それから、証拠書というんですか、５年間保管しておか

なきゃいけないのは添付しなくて済みますよ。随分、パソコンでやれる力をお持ちの方は、

そちらの方も経費も安くて済むんですよね。時間もかからないわけですよね。そういうこ

とを皆さんご存じじゃないわけですよ。知らなくて、一枚紙ぽんと置いてあったとしても、

使用はふえないわけですね。

そういうことをもっと市として丁寧に説明するだとか、そういうことを広報するだとか、

そういうことをやるべきじゃないですかということが、パブリックコメントの中でも要望

として言われているわけじゃないですか。それはいいですよ。公室長がおっしゃったよう

に、出前講座でやるという形でもいいんでしょうけれども、何らかの形で具体化していた

だかないと、ＩＴを使う人というのは、私はふえないんじゃないのかなと思います。

それから、市としてＩＴ講座をやられているということも今伺ったわけですけれども、
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市民が独自にパソコン教室をやったりとか、私もやったりしているんですけれども、そう

いうこともやっています。公民館で市がパソコン教室主催するときは、公民館の施設を使

ってパソコンの機械を使ってやっているわけですけれども、これを一般のサークルだとか

市民の方々が、生涯学習含めてやられている人たち、それからボランティアでやられてい

る方々が使おうと思ったときに、それは使えないんですよね。そういう施設がありますか

ら使ってくださいということを当然市が言ってないわけですから、知らない方もたくさん

いらっしゃるわけですけれども、これは非常に非効率だし、あるのであれば、私はやっぱ

り使えるようにしていただきたいなと思うんですが、この辺がどうなんでしょうかという

ことです。

それから、茨城計算センターが、言い方悪いんですけど、独占をしているという状態に

私はなっているんじゃないかなという気がするんですね。これは私が指摘しているわけで

はなくて、総務省が指摘をして、これはよくないよということで、さっきも言いましたけ

ど、茨城県は全体化情報化適正計画というのをつくったわけですね。これは他社との連携

が困難だとおっしゃったんですね。だから、シェアが全部茨城計算システムになっている

わけじゃないですか。この他社との連携が困難だというのが問題じゃないかという指摘で

すよ、総務省の指摘は。この他社との連携ができるようにもっとオープン化していって、

競争原理を働かせて経費を下げましょうというのが、エンタープライズアーキテクチャー

なんですね。

だから、連携が困難だから、ここが連携ができるようにしていくために、私は、ＥＡ、

エンタープライズアーキテクチャーを笠間市としてやるべきじゃないですかというふうに

先ほどから何度も申し上げているんですが、ここのところを本当にやらないんですかとい

うことですよ。よその自治体はやっているんですけれども、どうなんでしょうかというこ

とですね。

ここのところなんですよ。連携が困難なのを、困難でないようにしてくれということで

す。そのためには、さっき言いましたけど、ＯＳＳですね。要するに、オープンソースソ

フトウエアの導入を考えるということも一つの方法じゃないですかということを申し上げ

ているわけですから、ちょっとそこのところ率直にご答弁をいただきたいということなん

です。

それから、交付金が採択されたら、７月に採択が決まるかどうかということなんでしょ

うけど、この交付金ができて工事が始まったら、先ほど61％しか笠間市全体でカバーをさ

れていないとおっしゃられたんですけど、この61％がどれぐらい解消されるんでしょうか

ね。これがどういうふうになるのかというところ、市民の方、もしこれ進むのであれば非

常に朗報です。朗報ですので、もう少し改善がどういうふうにつながっていくのかという

ところも、最後にご説明お願いします。

○議長（市村博之君） 教育次長深澤悌二君。
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○教育次長（深澤悌二君） 石松議員の公民館のパソコン教室を貸し出しできないかとい

うご質問でございますが、公民館では定期講座で使用するためのパソコンを整備しており

ますが、セキュリティー等の関係から講座のみの使用としておりました。今後は、一般市

民、サークルなど広く使用していただくために、施設内で貸し出すことも考えていきたい

と思っております。

なお、他の物品と違いまして、セキュリティーの問題など、貸し出しに当たってはルー

ルづくりが必要であると考えていますので、細部について検討させていただき、９月をめ

どに貸し出し制度を開始してまいりたいと思います。

ただし、施設外への貸し出しは、紛失、故障などの原因になりますので、考えておりま

せん。

以上でございます。

○議長（市村博之君） 市長公室長青木 繁君。

○市長公室長（青木 繁君） 何点か質問をいただきました。住基カードを使って税の申

告等をすると、職員の軽減、それから市民のサービスにつながるんじゃないかと。そうい

う中では、イータックスですか、こういうふうなものをどんどん進めながら、広報等で広

報してはどうかということでございます。

どちらかというと若い人の方が使いやすいというように考えられます。そういう中では、

これらにつきましても浸透するまでには時間がかかるのかなと考えておりますが、まずそ

ういうふうなことも、市の方の広報等で広報しながら努めていきたいと考えております。

それから、基幹系の中で茨城計算センターの独占、先ほど他社との連携が困難というよ

うな話をしました。やればできるわけでございますが、組みかえ費用とか多額のお金がか

かるというのが、非常に困難というような表現でございます。

それから、そういう中ではＥＡを入れてはどうかということですが、これらについても

今後検討していきたいと考えております。

それから、先ほど交付金の申請をしているという話の中で、７月に交付決定、事業の決

定があるということになれば、決定になった場合につきましては補正予算をお願いして進

めていきたい。これについては、100％の補助、交付金ということでございます。

もう一つ、現在61％の光ファイバーの占有率ですが、どのぐらいカバーできるのかとい

うことが抜けておりました。これにつきましては100％ということでございます。

○議長（市村博之君） 石松俊雄君の質問を終わります。

ここで暫時休憩いたします。

なお、11時０分に再開いたします。

午前１０時５０分休憩

午前１１時０１分再開
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○議長（市村博之君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

場内が蒸しておりますので、上着を脱ぐことを許可いたします。

次に、４番野口 圓君の発言を許可いたします。

○４番（野口 圓君） ４番野口 圓でございます。

通告に従いまして、一般質問をさせていただきます。

今回の私の質問は、国の平成20年度補正予算、そして平成21年度第１次補正予算に盛り

込まれた基金、補助金に我が笠間市がどのように対応するかを問うものでございます。

1928年の世界恐慌以来、100年に一度と言われるこの世界同時不況に対応するため、世

界の国々が歩調を合わせて大幅な財政出動による景気の立て直しを図っております。特に

日本は、機械、自動車等の輸出産業に頼る貿易立国であるため、景気の落ち込みは特に厳

しいと認識されております。

このような中、アメリカのオバマ大統領が、グリーンニューディール政策を掲げ、景気

の立て直しを地球温暖化対策を中心に据えて実現しようとしています。日本を初め、世界

の先進国の流れも、これに沿っていると考えられます。

今回の国の21年度補正予算も、経済危機対策関連として14兆6,987億円を計上し、衆議

院を通過いたしました。その内訳は、金融対策が２兆9,659億円、雇用対策が１兆2,698億

円、低炭素革命が１兆5,775億円、健康長寿子育てが２兆221億円、21世紀インフラ整備が

２兆5,775億円、安心・安全確保に１兆7,089億円、地方公共団体への配慮が２兆3,790億

円となっております。明確な方向性が読み取れると思います。

以下、七つの項目について笠間市の対応をお尋ねいたします。

取り組みを始めてないものもあろうかと思いますが、現状と今後の取り組みの概要でも

結構ですので、お聞かせいただきたいと思います。

まず、初めに消費生活相談についてですが、消費生活相談業務の複雑化、高度化が進む

中、消費者行政の一元化の取り組みに伴い、さらなる相談の増加が見込まれております。

こうした変化に対応して市民の安心を確保していくためには、相談窓口の強化に早急に取

り組む必要性があります。

そこで、笠間市の消費者行政、活性化の取り組みをお伺いしたい。窓口は設置されてい

るか、対応する職員は何名いるのか、あわせてお願いいたします。

２点目として、自殺者の対策についてでございます。

自殺者数は、日本で、平成10年度以降11年連続して３万人を超えております。平成20年

度は３万2,249人で、現下の厳しい経済情勢を踏まえ、追い込まれた人に対するセーフテ

ィーネットとして、地域における自殺対策の強化が喫緊の課題であると考えられます。

１、笠間市のここ５年間の自殺者数の推移を伺いたい、２、笠間市として何らかの対策

をとっているのか、３、今後の取り組みを伺いたい。

３点目でございますが、グリーンニューディールについてでございます。
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1997年の京都議定書で、2008年から2012の間に1990年に比べ５％のＣＯ２ 削減を決めま

したが、2006年のデータに基づくと、16の国が目標達成しましたが、日本は逆に6.4％増

加したことが明らかになりました。

こうした中で、国は、この３月、日本版グリーンニューディール政策を立ち上げ、環境

ビジネスを100兆円規模に、また雇用を80万人ふやして220万人規模を目指し、地域グリー

ンニューディール基金を創設し、地域の活性化と低炭素、エコ化を同時に推進しようとし

ております。平成20年６月に地球温暖化対策推進法の改正により、地域のＣＯ２ 削減計画

の策定が義務づけられました。我が市の取り組み状況と、策定作業の中から見えてきた課

題についてお伺いしたいと思います。

また、地域グリーンニューディール基金の利用を含めて、我が市のグリーンニューディ

ールをどのように展開しようとされているのか、お伺いしたい。

その他、クールアースデーの取り組み、ＰＣＢ廃棄物の処理の推進、不法投棄、散乱ご

みの処理の対応もあわせてお伺いしたい。

４点目のスクールニューディールなんですが、次に発言される石田議員とほとんど内容

が重複しましたので、私の質問は割愛させていただきます。

５点目、女性のがん検診についてでございます。

近年、子宮頸がんや乳がんに罹患する女性が急増しております。毎年、子宮頸がんでは

約8,000人が罹患し、2,500人が死亡、乳がんでは３万5,000人が罹患し、約１万人の女性

が命を落としております。

早期発見、早期治療ががんの一番の決め手でございますけれども、いずれのがんも、検

診受診率が20％と極めて低いのが日本の現状でございます。アメリカやフランスでは70％

から80％の受診率になっており、かつて受診率が低かったイギリスでは、1988年にセンタ

ーをつくり、コンピューター管理をして、対象女性全員に受診勧奨通知というものを通知

した結果、飛躍的に受診率が伸びまして80％台となり、死亡率も毎年７％ずつ低下してい

ったそうでございます。

今回、公明党の提案により、検診手帳を添えて個人に通知し、無料で検診を受けられる

クーポンを交付することになりました。対象は、子宮頸がんが20歳から５歳刻みで40歳ま

で、乳がんは40歳から５歳刻みで60歳までのその年齢に達した人が対象でございます。

以下の点を質問いたします。

１、笠間市の取り組みはどのようになっているか、２、データがあれば今までの乳がん

の受診率をお伺いしたい、３、健康パスポートの発行はどのように対応するか、４、受診

率を高める施策はとられておりますか。

６番目、雇用創出事業の笠間市の取り組みをお伺いしたいと思います。

20年度の第２次補正予算で、自治体による雇用創出として4,000億円の手当てがなされ

ました。そのときの笠間市の配分はどのぐらいの金額になったのか、教えていただきたい。
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そして、雇用した人数とその期間、配置分野もお聞きしたい。

また、新たに今回の補正で3,000億円の基金の積み増しが行われましたが、その笠間市

への具体的な金額はどれぐらいになるのか、お伺いしたい。また、その方策が決まってお

れば、それもあわせてお願いいたします。

７点目、幼児教育の無償化の取り組みです。これは市長にお答えいただきたいと思いま

す。

国は、20年度補正予算で第２子以降の子どもたち、また21年度の補正予算で第１子から

の子どもたち、入学前の３歳から５歳児を持つ世帯に１人当たり３万6,000円を支給しま

した。これは幼稚園、保育園に通うお子さんを持つ世帯に、経済的に援助をして少子化対

策の一環として行われたものであります。

幼児教育無償化への一つのステップとして実現しましたが、今後、幼児教育完全無償化

を実現してまいりたいというふうに私は考えます。市長の幼児教育無償化に対するお考え

はどのようなものでしょうか。

以上、６項目ですが、よろしくお願いいたします。

○議長（市村博之君） 市長山口伸樹君。

〔市長 山口伸樹君登壇〕

○市長（山口伸樹君） 野口議員の幼児教育無料化への取り組みについてにお答えを申し

上げたいと思います。

ご承知のとおり、野口議員おっしゃるとおり、平成20年度、国は２次補正において生活

対策の一環として子育て応援特別手当を支給しておりまして、また21年度の第１次補正予

算では、支給対象範囲を第２子以降の子どもから第１子まで拡大し、支給することとされ

ております。

幼稚園においては、公立幼稚園に対して保育料は軽減措置を講じるとともに、私立幼稚

園においては就園奨励費補助金の措置により保護者負担の軽減を図っており、適用条件の

緩和と補助単価のアップで、補助額は平成19年度で7,125万9,000円、平成20年度で7,635

万円と増加をしている状況にございます。

そこで、幼児教育の無償化についてでございますが、政府の教育再生懇談会においても、

５月28日に幼児教育についての無償化の早期実現を目指すということで、官邸で会議を開

いて、答申をされていると聞いております。少子化対策の観点から、また教育的な観点か

ら、幼児教育の無償化が実現するということになれば、大変私としても期待をしていると

ころでございます。

ただ、今後、財源の問題とかいろいろな課題がございますので、その辺については国の

動向を見ながら対応してまいりたいと思っております。

例えば市独自で行うということになると、ちょっと財政的負担が大き過ぎる状況でござ

います。
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以上です。

○議長（市村博之君） 市民生活部長打越正男君。

〔市民生活部長 打越正男君登壇〕

○市民生活部長（打越正男君） ４番野口議員のご質問にお答えをいたします。

１番目の消費生活相談等について市役所内に窓口は設置されているのか、また対応する

職員は何名かのお尋ねでありますが、消費生活相談専門の窓口といたしまして、笠間市消

費生活センターを新市発足時より本庁市民活動課内に設置してございます。職員２名と、

ほかに消費コンサルタントの資格を持つ相談員で相談業務を行っております。また、相談

専用の直通電話を設置して相談を受け付けております。

次に、３番目のグリーンニューディールについてのご質問でございます。

それに対する市の取り組みの件でございますが、グリーンニューディールにつきまして

は、再生可能なエネルギー投資で経済の再建と成長を促す政策であり、その中でも環境関

連分野に広くさまざまな取り組みの推進を目指すものであります。

国においては、さきの閣議決定での経済対策の中で、地球温暖化対策等の一環として地

域グリーンニューディール基金創設が盛り込まれました。この基金につきましては、国か

らの補助金を受けて県で創設をいたしますが、基金事業の詳細につきましては、現段階で

は示されておらない状況でございます。

さて、ご質問の１点目のクールアースデーについての対応でございますが、国において

は、環境問題の大切さを国民全体で再認識していくために、７月７日をクールアースデー

と定め、施設や事業所、家庭などで一斉に電気を消す七夕ライトダウンを呼びかけており

ます。当日は、夏の省エネキャンペーンの一環として、午後８時から10時までの時間帯で

実施するものであります。市役所では、それを受けて、全庁的に可能な限りライトダウン

を実施いたします。また、市民の皆様や事業所にも週報やホームページを通じまして協力

を呼びかけ、クールアースデーの意識啓発に努めてまいります。

次に、ＰＣＢ廃棄物処理の対応でございますが、ＰＣＢにつきましては既に製造や使用

が禁止されており、国においては、ポリ塩化ビフェニール廃棄物の適正な処理の推進に関

する特別措置法を制定し、平成28年７月までにその処理を終えるという目標を示しており

ます。

県におきましても、平成18年に茨城県ポリ塩化ビフェニール廃棄物処理計画を策定し、

県内に保管してあるＰＣＢ廃棄物を平成26年度末までに処理する方針が示されております。

このような状況を受けまして、笠間市の施設で使用または現在保管している高圧コンデ

ンサーや高圧トランスなどのＰＣＢ廃棄物は、北海道室蘭市内の処理施設で処分する予定

になっております。処分のための早期登録は済んでおりますが、搬入時期につきましては

先方と調整中でございます。

次に、不法投棄、散乱ごみ等の対応についてでございます。廃棄物の不法投棄につきま
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しては、未然防止のための警告看板設置や不法投棄ボランティア監視員等によるパトロー

ルを実施しておりますが、現に不法投棄が発生した場合は、早期の回収に努めるところで

ございます。

また、通常の不法投棄回収業務のほかに、今年度は、緊急雇用創出事業の一環として臨

時職員２名を新たに採用し、市内全域を対象に回収作業を実施しているところでございま

す。

最後に、ＣＯ２ 対策についてでございますが、笠間市環境基本計画に基づき地球温暖化

対策率先実行計画を策定し、市役所の事務事業に伴う温室効果ガスの排出抑制に向けた取

り組みを行っているところでございます。

内容につきましては、平成18年度実績を基準といたしまして、平成20年度から平成24年

度までに温室効果ガスを６％以上削減するというものでございます。

平成20年度におきましては、実施１年目に当たりますので、目標は１％以上の削減とな

っており、上半期の実績といたしまして、平成18年度と比較し、電気、ガス等トータルで

3.5％、約90トンの温室効果ガスの排出量を削減しております。さらに、マイバッグ持参

運動の推進によるレジ袋の削減や、市の公共施設の緑のカーテンを設置するなどの方法で

ＣＯ２ 削減対策に取り組んでいるところでございます。

○議長（市村博之君） 福祉部長岡野正三君。

〔福祉部長 岡野正三君登壇〕

○福祉部長（岡野正三君） ４番野口議員のご質問にお答えいたします。

市内の過去５年間の自殺者数でございますが、茨城県保健福祉統計年報によりますと、

平成15年が20人、16年が24人、17年が28人、18年が25人、19年が18人となっております。

平成20年につきましては、資料が公開されておりません。

次に、当市の自殺対策についてですが、自殺の原因別にそれぞれの関係課で対応してお

ります。経済問題を原因とする場合は、市民活動課の中にあります消費生活センターが相

談に応じており、現況により県の消費生活センターと連携しながら問題解決に当たってお

ります。また、健康問題を起因とする場合、市の保健センターで心の相談室事業として精

神面での相談に応じております。さらに、医療処置を必要とする方に対しましては、自立

支援法に盛り込まれております精神通院の制度を利用することにより１割の自己負担で受

診できますので、その制度を活用を図っていただいております。学校問題を原因とするも

のは、教育委員会が設置しております心の教室相談員が相談に応じておりますし、主任児

童委員も支援活動を行っております。また、学校ばかりでなく、家庭内の問題を含めて児

童相談所のいばらき虐待ホットラインや水戸生涯学習センター等の県の各相談機関に、実

情に応じて照会等を行っております。

さらに、茨城いのちの電話、茨城カウンセリングセンター、茨城県精神保健協会、法テ

ラス等の専門機関と連携協力を図りながら、自殺対策に努めているところでございます。
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今後の対策についてでございますが、国より、地域自殺対策緊急強化交付金の交付要綱

が示され、県が中心になり対策に着手したところであります。この交付金は、各都道府県

に自殺対策基金を設け、自治体、民間団体を問わずこの基金の有効活用を図り、自殺対策

に取り組む団体やその政策の一層の効果を引き出すことを目的としております。

県内の幾つかの市町村が、強化モデル事業として３年間にわたり自殺対策に取り組むこ

とになりますが、詳細については、今後、県より要綱等が示されるものと思っております。

以上でございます。

○議長（市村博之君） 保健衛生部長仲村 洋君。

〔保健衛生部長 仲村 洋君登壇〕

○保健衛生部長（仲村 洋君） 野口議員の質問にお答えをいたします。

女性のがんの検診についてお答えをいたします。

まず、乳がん検診の受診率でございますが、合併後２年間の状況は、平成19年度が、対

象者１万4,967名のところ1,550名が受診をいたしました。受診率は10.4％でございます。

平成20年度は、1,705名が受診いたしまして受診率11.4％となっておりますが、人間ドッ

クや職域での受診者もおりますので、笠間市全体としての受診率はこの数字よりも高いも

のと考えております。

次に、野口議員さんが言われる健康パスポートについてでございます。内容は、病歴や

妊娠、出産などが記録され、またパスポートを通じた情報提供により女性特有の病気の予

防に役立てるものと聞いておりますが、具体的な内容は国、県から示されていない状況に

ありますので、今後、県からの情報を得ながら検討していきたいと考えております。

次に、受診率向上に向けた施策でございますが、先ほど野口議員からもお話がありまし

たが、国において、平成21年度１次補正により、女性特有のがん検診に対する支援事業へ

の取り組みについて６月に入り通知があったところでございます。事業内容は、国の10割

補助によるもので、20歳、25歳、30歳、35歳、40歳になる方には子宮頸がん、40歳、45歳、

50歳、55歳、60歳になる方には乳がんの検診無料クーポン券及び検診手帳を配布し受診勧

奨をするというもので、平成21年度単年度の実施事業でございます。

また、受診率向上に向けた具体策としまして、広報紙による周知と、乳がん検診受け入

れ患者をふやすため、午後のみの受診を平成21年度からは午前と午後にいたしました。

今後も、国、県の動向と受診者の要望等を踏まえながら、さらなる受診率の向上に向け

た施策に取り組んでいきたいと思います。

○議長（市村博之君） 市長公室長青木 繁君。

〔市長公室長 青木 繁君登壇〕

○市長公室長（青木 繁君） 野口議員のご質問にお答えいたします。

雇用創出事業につきましては、本年１月から緊急雇用対策として臨時職員の募集を行い、

また、今年度は国の交付金を受けた県の補助事業としましてふるさと雇用再生特別交付金
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事業及び緊急雇用創出事業を実施しており、12の事業を26名の雇用の中で予定をしてござ

います。

まず、雇用した人数でございますが、昨年度は８名、今年度は現時点で６名の雇用を行

っております。

次に、雇用者の配置分野でございますが、それぞれの業務に応じて、昨年度につきまし

ては、防犯等関係業務に２名、図書館業務、これは笠間図書館と友部図書館がありますが、

ここに４名、環境衛生業務に２名の雇用を行いまして、そして今年度につきましては、現

時点で、環境衛生業務に２名、障害者福祉業務に２名、防犯等関係業務に１名、英語指導

助手業務に１名の雇用を行っており、また観光、情報、農業、税、図書館関係業務におい

ては雇用創出に向けた事業の実施準備を進めておりますが、国全体では先ほど300億円が

計画されているということでございますが、まだ交付額につきましては未定の状況にござ

います。

最後に、予算額でございますが、昨年度の実績としまして約70万円、今年度の当初予算

では総額3,500万円を措置している状況にございます。

以上でございます。

○議長（市村博之君） 野口 圓君。

○４番（野口 圓君） 最初の消費者生活活性化に向けた取り組みで、消費生活センター

を開設されているということで、コンサルタントと職員が２名、専用電話を設置されてい

るということで、かつてからずっとやっているということですが、国から活性化事業の支

援メニューが出されておりまして、消費者生活の相談員の養成であるとか、レベルアップ

であるとか、高度化であるとか、そういったものが示されておりますが、そういう取り組

みは今後されるかどうか、ちょっとお伺いしたいと思います。

それから、自殺対策なんですが、先ほど人数をお聞きしまして、ここ５年間、20年度が

入っていないですが、合計で115名、人口８万人で割りますと大体2.9ぐらいになりますか

ね。日本の人口が１億2,768万人で自殺者が３万2,249人ですから、大体2.5ぐらいになる

んですけれども、笠間市は、これで計算すると2.9ぐらいになりますかね。

日本の自殺率は非常に高いんですね。世界で一番高いのはロシアなんですけれども、そ

れに次いで２番目に高い国であります。アメリカの２倍、イタリアやイギリスの３倍とい

う数字になっております。日本人の死因の第６位になっております。それから、20歳から

45歳の男性では１位、15歳から25歳の女性でも死因の１位になっております。

自殺というのは、追い詰められた末の死であります。避けることのできる死でもありま

す。自殺率の高かった海外の諸国では、さまざまな自殺対策が行われてきており、フィン

ランドでは国家プロジェクトとして自殺対策に取り組み、10年間をかけて自殺率を３割減

少させたというデータがございます。このように、国として自殺問題に取り組み、効果を

上げている国々は多くあります。
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ですから、日本も、今、この自殺に対して国を挙げて取り組もうとしておりますので、

どうか笠間市でも、笠間市の平均が国の平均よりも高いということを重く受けとめていた

だいて、具体的な対策を講じていただきたいと、さらに思います。

それから、ＣＯ２ のグリーンニューディールなんですが、いまいち具体的な対策はどの

ようなことをされて、計画は６％の削減を図るというのがありましたけれども、具体的に

何をやっているかということをお伺いしたい。

今度の地域グリーンニューディール基金の補正予算で550億円が計上されましたけれど

も、それの具体的な金額等々はまだ見えてきてないということですので、これも３カ年の

有効期限を持った基金でございますので、早急に策定して、予算を獲得して、地域の雇用

の活性化と低炭素化、両方できるような案をつくっていただきたいなと思います。非常に

大きなチャンスになると考えて、県と連携を密にされて取り組んでいただきたい。

今回の補正予算でも、エコカー、ハイブリッド車の需要が非常に大きく伸びております。

また、太陽光発電ですとか、いろいろな発電の方法もございますけれども、あとエコ住宅

など、そういった方向でも実施計画案を考えていただきたいなと考えます。

女性のがん検診ですけれども、地域によっては、市によっては病院のないところ、また

がん検診を実施する機材の整ってないところ、また小規模な地方自治体などは国の一律の

がん検診で戸惑いを見せているところでございますけれども、我が笠間市には県立の中央

病院がちょうど市の真ん中にどーんとございます。数字ははっきり、乳がんが19年度が10.

4％、20年度が11.4％、これに職域の健康診断と人間ドックを入れるともっと高い、とは

いっても20％かそんなものかなと判断するんですが、県のモデルになるような笠間市のが

ん検診の受診を高めていくような活動をしていただきたいと思います。

これはことし限りの措置でありますけれども、この無料クーポンについては、これを恒

久化して、きちっと女性がすべてがん検診を受けられるように公明党は努力してまいりま

すので、市としても万全の体制で、女性の方々の安心を獲得する子宮頸がんと乳がんの検

査に対応していただきたいというふうに思います。

それから、雇用創出事業なんですけれども、昨年が８名、ことしが６名ということで、

これは１年こっきりで、ことしは去年の８名にプラス６名で14名ということではないんで

すかね。去年は８名雇った、ことしは６名ということですかね。非常に少ない人数だと思

います。

決められた金額の中で、一定期間内だけの雇用というふうに考えますとそういうふうに

なりますけども、次の人材を発見するためにこれを使うというとらえ方もできると思うん

ですね。一定期間の実績を見て、正規採用の道を開けるような取り組みができればなと考

えます。そうすれば、応募者も非常に多くなると思いますし、また次につながる施策にな

ると考えます。もっと柔軟な思い切った対策を望みます。

先日、ハローワークで、ちょっと笠間の雇用の状況を聞いてまいりました。すべての業
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種で、今、新規の求人が減少しております。平成20年４月には1,191人あった有効求人数

が、ことしの４月では646人と、約半分になっております。逆に、求職者数、職を求める

人の数は、20年度の４月1,175人が、ことしの４月では1,824人と、約２倍になっておりま

す。逆転しております。離職者の８割が今は指名解雇、または倒産、廃業による解雇が８

割だそうです。雇用の悪化がこんなに笠間でもひどいのかと私は思いました。これは全国

的な傾向だそうでございます。このまま放置してよいことでもありません。笠間市として

何らかの方策がとれないのか、お伺いしたいと思います。

そんなところでお願いします。

○議長（市村博之君） 市民生活部長打越正男君。

○市民生活部長（打越正男君） 再質問にお答えをしたいと思います。

まず、１点でございますが、消費生活センターの関係でございます。国からの支援メニ

ューというお話がございました。これにつきましては、消費者の安全・安心確保のための

体制強化策といたしまして国からの支援措置が予定をされております。国の方から県の方

へ、地方消費者行政活性化交付金が配分されます。その県の方に交付金が入ってきたもの、

それを各市町村の方に交付がされるということでございます。

県の方では、この６月の補正でその対応をするということでございます。その後、当市

に交付金が配分されるという形になるわけでございますが、予算措置も９月の議会の中で

予定をさせていただいております。その交付金を活用しまして、消費生活相談のレベルア

ップ事業としまして、相談員の研修ですか、そういう部分についての参加支援というよう

なこと、それからパンフレット、そういうものを作成してこれからの取り組みを充実させ

ていきたい、そんな予定でおります。

それから、ＣＯ２ 削減の具体的な取り組みの内容をということでございます。市役所、

これを一つの事業者と位置づけまして、現在、先ほど申し上げましたが、20年度から24年

度までの５年間の中で６％削減をしようということでございます。

具体的には、電気の使用料、これを６％削減しようということです。それから、ガソリ

ンの使用料、ガソリン以外の燃料使用料、それから水の使用料、これをいずれも６％削減

をしようということでございます。それから、加えてコピー用紙の購入量、これは10％削

減しようと、そういう内容で今取り組みをしているところでございます。

電気の部分につきましても、昼休み、窓口を除いて支障のない範囲で一斉に消灯すると

か、それから残業時などでも不要箇所は消灯するとか、空調関係の部分についても暖房20

℃、冷房28℃の設定とか、それからガソリンにつきましても、公用車のエコドライブ、そ

ういう部分を徹底していくとか、それから、今、毎月１回職員のノーマイカーデーを実施

しております。それから、紙のコピーの関係、そういう部分についても、両面コピーとか

そういう部分でいろいろ取り組みをしているということでございます。

○議長（市村博之君） 市長公室長青木 繁君。

－１５７－



○市長公室長（青木 繁君） 雇用の件で再質問いただきました。

まず、ふるさと雇用創出と緊急雇用創出合わせて、去年は緊急雇用だけで８名、そして

今年度21年度につきましてはふるさと雇用で８名、さらに緊急雇用で18名、合わせて26名

を予定しておりまして、現在６名を雇用してございます。今後、あと20名ですか、これは

先ほど申し上げましたとおり、観光、あるいは情報関係、それから農業関係、それから税

を予定しているところでございます。

そういう中で、一定期間の実績を見て柔軟な取り組みができないのか、そしてさらに何

らかの方策がとれないのかというご質問でございますので、今後とも新たな雇用の創出に

積極的に努めていきたいと考えているところでございます。

以上です。

○議長（市村博之君） 今の答弁でよろしいですか。

暫時休憩いたします。

午前１１時４６分休憩

午前１１時４６分再開

○議長（市村博之君） 暫時休憩を解きまして、会議を再開いたします。

野口 圓君。

○４番（野口 圓君） 要望というよりも、がん検診の数値を示して取り組むようなこと

はされないですか。10％の受診率、日本全体でも20％、諸外国では80％ぐらいの受診率が

ありますと申し上げましたので、笠間市としては中央病院が同じ市の中にあって、今度国

からのさまざまな施策を受けて、笠間市としてはこれぐらいの受診率を目標にしたいとい

うようなお話をいただければと思うんですけれども、そこら辺はまだ考えてないですか。

成り行きで、ただ、受診率がこうなりましたでは、対策をとったことにならないと思い

ますね。広報で啓蒙した、インターネットホームページで啓蒙したというのでは、啓蒙に

はなってないと思います。本当に８割の人が受診をするような啓蒙活動というのは一体ど

ういうことかということをよく考えられて、お答えいただければありがたいんですけども。

○議長（市村博之君） 保健衛生部長仲村 洋君。

○保健衛生部長（仲村 洋君） 先ほどお話しました、野口議員からもお話がありました

が、国の補正の補助等もございますので、その内容が確定すれば、周知のＰＲ等の中に、

いろいろな形で受診に向けた、受診の増加につながるような方法を考えていきたいと考え

ております。

それから、最終的に受診率については50％ということを目標としております。

○議長（市村博之君） 野口 圓君の質問を終わります。

ここで暫時休憩いたします。

なお、午後１時０分に再開します。
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午前１１時４９分休憩

午後 零時５９分再開

○議長（市村博之君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

野口議員より発言を求められておりますので、発言を許可します。

９番村上典男君、５番藤枝 浩君が所用のため退席いたしております。

○４番（野口 圓君） 訂正をさせていただきたいと思います。

先ほど質問の中で、笠間市の自殺者の率を2.9％と申し上げましたけれども、0.029％の

間違いでございますので、訂正をお願いいたします。

以上です。

○議長（市村博之君） 次に、２番石田安夫君の発言を許可します。

○２番（石田安夫君） ２番、通告いたしました順に従いまして一般質問をいたします。

今回の経済危機対策において、地方公共団体に交付金や措置される基金は、上積みを含

め、例のない大規模な取り組みとなったところでございます。また、基金が都道府県に設

置されることから、各市町村での取り組みを考慮すると、経済危機対策の観点から、各自

治体の迅速な対応が求められており、国における補正予算の審議状態に合わせて、臨時議

会の開催など、笠間市の執行部、議会が積極的なアプローチが必要と考えております。つ

いては、笠間市として、未来を見据えたチャンスととらえ、特段の取り組みをお願いをい

たします。

それでは、１、学校施設における耐震、エコ、ＩＣＴ化の推進、スクールニューディー

ル構想について、どのように対応するのか伺います。

スクールニューディール構想の推進、学校施設において、耐震、エコ、ＩＣＴ化の抜本

拡大で21世紀の学校にふさわしい教育環境の整備を図ると同時に、雇用の創出、経済波及

効果、地域活性化、国際競争力の向上に値する全国約３万2,000校の公立小学校等への

太陽光パネルの設置を初めとしたエコ改修、デジタルテレビ、パソコン、校内ＬＡＮ等の

ＩＣＴ環境の整備、耐震化を３年で集中的に進めるとございます。

そこで伺います。

①、緊急性の高い学校施設、５年計画の耐震化事業を、国は３年に前倒しをしますが、

本市はどのように早めるのか、伺います。

②、国は、太陽光発電パネル設置を早期に現在の10倍設置するとございますが、本市は

どのように設置を進めるのか、伺います。

③、公立小中学校のＩＣＴ環境の整備推進の中には、地上デジタルテレビ、コンピュー

ターの整備、電子黒板等がございますが、ここでは地上デジタルテレビ等の公立幼稚園、

小学校、中学校、公民館にどのように整備するのか、伺います。

次に、地域活性化・公共投資臨時交付金について伺います。
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①、経済危機対策における公共事業及び施設費の追加に伴う地方の負担軽減を図り、地

方公共団体が国の施策と歩調を合わせ、公共投資を円滑に公共事業等を実施できるように、

各地方の負担額等に応じて地方負担の約９割を軽減するが、これはあくまでも手を挙げな

ければ使えない。しっかりとした計画があるのか、お伺いいたします。

②、この公共投資臨時交付金を使って、笠間の石材などを使って文化人、芸術家の団地

を造成してはと思いますが、ただし、笠間芸術の森公園より３キロ以内に。また、笠間芸

術の森公園から佐白山周辺の回遊する歩道などの整備を、観光交流の促進をするため交流

空間づくりをしてはと思っておりますが、執行部のお考えをお伺いいたします。

以上で、１回目の質問を終わります。

答弁により２回目の質問をいたします。

以上でございます。よろしくお願いします。

○議長（市村博之君） 教育次長深澤悌二君。

〔教育次長 深澤悌二君登壇〕

○教育次長（深澤悌二君） ２番石田議員のご質問にお答え申し上げます。

笠間市におきましても、平成18年度作成しました笠間市公立学校施設整備計画をもとに

優先度の高い学校施設から順次耐震診断調査を実施し、その結果を踏まえ、耐震化を図っ

てまいりたいと考えております。

なお、平成20年度の地域活性化・生活対策臨時交付金を活用して、笠間小学校の実施設

計、宍戸小学校、笠間中学校の耐震診断を前倒しして実施しております。

次に、太陽光発電設備の設置についてでございますが、地球温暖化など地球規模の環境

問題に対し、学校施設においても二酸化炭素の排出量の削減を求められていることから、

全国で現在1,200ある設置校を早期に１万2,000校へ設置を目指すものであります。

現在、市内の小中学校におきましては、環境教育の一環として大原小にのみ設置されて

おりますが、本市の現行教育施設の整備状況等を見ますと、施設整備を行う上で優先順位

が高い校舎等の耐震化の推進、老朽施設の改修事業等を早急に実施していかなければなら

ないと考えております。

そういった多くの課題を抱えている中で、太陽光発電の整備は早期に対応できる状況で

はないと思っております。

また、デジタルテレビの整備についてでございますが、小中学校につきましては、普通

教室にはデジタル放送対応の移動式プロジェクターを整備するとともに、各学校の職員室

へデジタルテレビを配置して、デジタル化に対応していこうと考えております。

幼稚園、公民館等につきましても、デジタルテレビの設置を考えております。

○議長（市村博之君） 総務部長小松崎 登君。

〔総務部長 小松崎 登君登壇〕

○総務部長（小松崎 登君） それでは、石田議員のご質問、公共投資臨時交付金につい
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てご説明を申し上げたいと思います。

地域活性化・公共投資臨時交付金につきましては、議員がおっしゃるとおりの趣旨から

創設されたものでございます。しかし、どのような公共事業が対象になるかなどにつきま

しては、まだ詳細が必ずしも明らかになっておりませんが、当市といたしましては、光フ

ァイバー網が整備されていない地域が存在するため、情報格差の解消をするための事業と

して活用できないかというふうに考えているところでございます。

また、この制度は本市にとりまして有利な制度でありますので、積極的に活用してまい

りたいと考えております。

それから、（２）といたしまして、議員から二つほどの提案がございます。公共投資臨

時交付金につきましては、国補事業を追加いたしまして、また前倒しをして実施するよう

な事業に対しまして、国庫補助金を充てた残りの９割相当額に対しまして交付することに

なります。この国庫補助事業対策につきましては、国の各省庁の要件を満たす事業となる

ため、議員提案の二つの事業につきましては、今回の公共投資臨時交付金の対象となるこ

とは極めて難しいと感じております。

しかしながら、笠間芸術の森公園から佐白山周辺へ回遊する歩道など、これらの整備に

つきましては、道路特定財源の一般財源化に伴いまして、今回創設されました地域活力基

盤創造交付金、この事業の採択要件に合致するのではないかと考えられております。今後

は、関係機関と協議、調整をしながら、事業採択に向けて積極的に検討してまいりたいと

考えているところでございます。

以上でございます。

○議長（市村博之君） 石田安夫君。

○２番（石田安夫君） ありがとうございました。

太陽光パネルの方はちょっと難しいということで、耐震化の方に前倒しでやってくれる

と。多分これ、要するに５年のものを３年にするというわけですから、どことどこを早め

るとか、そういう答えが欲しいですけれども、その辺はわかればお知らせをください。

次に、交付金の方ですけれども、交付要綱を見ると、いろいろな部分で、ちょっと読ま

せてもらうと、交付金総額は経済危機対策における公共事業等の追加に伴う地方負担総額

の９割程度は国で面倒見ますよと、また地方自治体の配分は各自治体の追加公共事業等の

地方負担額をベースに算定いたしますと、また直接的な交付対象事業は補正予算事業及び

地方単独事業ということでございますので、ぜひ地方単独事業で、私が申した造成とか、

また歩道の方はどうにかするということでございますけれども、実は合併する前に、この

佐白山に回遊する歩道について、僕も、昔、旧笠間市当時に一般質問いたしまして、その

当時の市長さんから、笠間市開発公社から寄附を受けた１億1,000万円のお金でこの歩道

整備するという答えをいただいたんです。ところが、現実にはその１億1,000万円は違う

事業に使われてしまったと。地元の人は、やると言って、待っているわけですよ。ところ
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が、現実にはその１億1,000万円は使われちゃったと。この間説明受けましたけども、そ

の辺どういうふうに考えているのか。要するに、旧笠間市でそういう話がございまして、

わかりますか、その辺。

そのとき、その歩道を含めて整備するという答えを出しているんですよ。地元の人もそ

ういう気持ちでいるわけですよ。現実に、その１億1,000万円は違う事業に使われてしま

ったということなんですよ。でも、約束はちゃんと、市は継続性があるわけでしょうよ。

その辺はちゃんとした答えを出してもらわないと、議員としてはちょっと引けないなとい

うのがあるので、その辺ちゃんとした答弁お願いします。

○議長（市村博之君） 教育次長深澤悌二君。

○教育次長（深澤悌二君） 再度のご質問にお答え申し上げます。

施設整備をどのように進めていくのかという中で、具体的な場所についてということで

ございますが、現在、耐震診断を実施しておりまして、その結果に基づきまして整備をし

ていくということで進めております。

現在、友部第二小学校の体育館を診断中でございます。それから、岩間中学校の体育館

は診断は済んでございます。笠間小学校、宍戸小学校、笠間中学校が現在診断の実施中、

また先ほど笠間小学校と言いましたが、設計も実施しております。この中で数値も出てく

ると思いますので、財政状況を見ながら実施をしていくということになろうかと思います。

以上でございます。

○議長（市村博之君） 総務部長小松崎 登君。

○総務部長（小松崎 登君） それでは、石田議員の２回目のご質問にお答えしたいと思

います。

私の方では予算的な関係を説明させていただきまして、事業については担当部長の方か

ら答弁あろうかと思います。

当時、佐白山周辺整備事業ということで、全体的な整備という計画をされて、今、石田

議員言われるように、旧笠間市の時代にそういったお話があったかと思います。これにつ

きましては、佐白山周辺整備というのは大きなエリアの中での整備ということで、いろい

ろな事業がその中に盛り込まれていたと考えております。その中で、まずはそういった施

設整備を行いまして、道路事業につきましては当然国庫補助の対象になることができると

いうことから、あの辺につきましては道路整備何本かやっておりましたよね。その事業と

合わせて将来やろうという計画で、長期計画の中でやっていたというようなことになるわ

けでございます。

以上でございます。

○議長（市村博之君） 産業経済部長岡井俊博君。

〔産業経済部長 岡井俊博君登壇〕

○産業経済部長（岡井俊博君） 石田議員のご質問にお答えします。
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佐白山周辺整備につきましては、議員おっしゃるとおり、平成17年旧笠間市におきまし

て笠間市開発公社から指定寄附を受けて、振興のために活用するということで実施をして

おります。

当時、計画段階では、芸術の森公園、あるいは佐白山の連携をとるということで、歩道

計画等も含まれた、あるいはポケットパーク、サイン工事等も含まれた計画でございまし

た。合併をいたしまして、それを実現化するために、プロポーザル等を実施いたしまして、

その中で実現可能な工事といいますか、課題について実施をしてまいりました。その中で

は、平成19年度には観光拠点の整備ということ、それから修景施設として大石邸の水路改

修、それから佐白山から芸術の森公園に行くサイン工事等々を実施しております。

今回の歩道につきましては、先ほど総務部長がお答えしたとおり、特定財源を使ってと

いうことで計画をしております。この中では、ポケットパーク、それからイベント時の活

用ということで駐車場、あるいは利便施設の整備をしていくということでございます。

以上でございます。

○議長（市村博之君） 石田安夫君。

○２番（石田安夫君） 学校耐震化の方は、今、診断しているから具体的なことは言えな

いということですけれども、国として５年のものを３年にするということなので、予算措

置というか、それだけのお金が来るわけですね、現実に。こういうふうにやりますよと提

示すればできるわけですから、その辺はちゃんとしっかりと前倒しでやっていただきたい

と思います。

この交付金についてですが、佐白山周辺の歩道については、先ほど部長の方は検討する

ということだったけど、今の部長の話だと計画するという話で、どっちが本当なのかなと

思ったんですけど、行政というのは、はっきり言って僕が質問したんですよ、笠間のこの

歩道をつくってくれと。それがいつの間にか、僕も開発公社の委員になっているからはっ

きりわかっていますけれども、大変な思いをしてあの１億1,000万円を、あそこの佐白山

周辺で歩道とそのほかに使うという答弁をいただいたわけなんですが、それがいつの間に

か開発公社の方で聞いたらば、こういうものに使いましたと。あと残り幾ら残っているん

ですかといったら、ほとんどないということなんですよ。でも、現実にああやって広報し

ているわけですよ、議会だよりとかそういうもので。地元の人たちは知っているわけです

よ、やるというのは。ところが、現実に何でやらないのと言われちゃったら、これ困るわ

けですよ。だから、この交付金を使って、できればやってほしいなというのが現実にあっ

たんですが。

あと、芸術の団地を造成して、確かに９割国が持ってくれる。要するに、計画をちゃん

と立てなければこれは使えませんよということなんですよ。その辺をしっかりやっていた

だきたい。情報としてどこまで市に来ているのかわかりませんが、僕の知っている範囲で

は、９割が国が助成して、１割あれば単独事業としてできるということなので、その辺も
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しっかりお願いしたいと思います。これは答弁結構でございます。

さっきの計画しているということと検討するというのは、全く違うことですけど、それ

だけお願いします。

○議長（市村博之君） 総務部長小松崎 登君。

○総務部長（小松崎 登君） 私の方で計画している、経済部長が検討しているというお

話でございますけれども、石田議員言われる地域活力基盤創造交付金という交付金の性格

でございますけれども、国の方の説明の中に、９割を補助するというような意味合いのこ

とでございます。

ただ、この９割を補助するという意味の中には、国庫補助金、要するに例えば国庫補助

事業で50％もらって、残りの50％が当然一般財源なり起債を受けてやるわけでございます

が、その50％に対して９割の追加交付金を出すよと、そういう制度のものでございます。

それについて充てるのが、一般単独事業に充てたやつを充当しているといいますか、ぐ

るっと回るような形で制度的にはなっているわけでございまして、話せば長くなるんです

けれども、そういったことでございまして、一般単独事業に新たに事業を起こしたことに

よって９割が交付金として来るという性格のものでは、どうやらないようでございます。

その辺については、もう少し詳しく調べてみないと何とも言えないんですが、現段階で私

どもに入っている情報はそういう情報でございますので、そういうことからすると、佐白

団地の造成をこの生活基盤創造交付金をもって事業に充てるというのは難しいのかなとい

う感じいたしておりまして、ただ、その周辺道路についてでしたらば、採択の可能性は十

分あるというふうに私どもは判断をいたしているところでございます。

以上でございます。

○議長（市村博之君） 石田安夫君の質問を終わります。

散会の宣告

○議長（市村博之君） 以上で、本日の日程は全部終了しました。

本日はこれにて散会いたします。

なお、次の本会議はあす10時に開きますので、ご参集ください。

この後13時35分から全員協議会を開きますので、お集まりいただきたいと思います。

大変ご苦労さまでした。

午後１時２３分散会

－１６４－



地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する

笠間市議会議長 市 村 博 之

署 名 議 員 小 磯 節 子

署 名 議 員 石 田 安 夫

－１６５－
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